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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子発光デバイス（２０、５０）であって、
　水分及び酸素不透過性基板（１１）と、
　前記基板（１１）上に蒸着された第１電極（１２）と、
　前記第１電極（１２）と電気的な接触状態にある電子発光層（１３）と、
　前記電子発光層と電気的な接触状態にある第２電極（１４）と、
　エポキシ層（２１）上に位置するＳｉＮＨ層（２２）を含んで成り、前記第２電極（１
４）に水分及び酸素が到達するのを防止する封止部材と、
を有し、
　前記ＳｉＮＨ層（２２）は、１．８～２．０の範囲の屈折率及び１０％のＨＦ溶液にお
ける５０Å／秒未満のエッチングレートを有する、電子発光デバイス（２０、５０）。
【請求項２】
　前記エポキシ層は、前記第２電極（１４）をカバーする、請求項１記載の電子発光デバ
イス（２０、５０）。
【請求項３】
　前記封止部材は、水分及び酸素不透過性のプレート（１８）を更に有する、請求項１記
載の電子発光デバイス（２０、５０）。
【請求項４】
　前記エポキシ（２１）は、１４０℃未満の硬化温度を有する、請求項１記載の電子発光
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デバイス（２０、５０）。
【請求項５】
　前記エポキシ（２１）は、エポキシ／無水物システムを有する、請求項１記載の電子発
光デバイス（２０、５０）。
【請求項６】
　前記エポキシ層（２１）に代えて、ベンゾシクロブテンを含む層を有する、請求項１記
載の電子発光デバイス（２０、５０）。
【請求項７】
　電子発光デバイス（２０、５０）の製造方法であって、
　水分及び酸素不透過性基板（１１）上に第１電極（１２）を蒸着するステップと、
　前記第１電極（１２）と電気的に接触した状態の電子発光層（１３）を蒸着するステッ
プと、
　前記電子発光層（１３）と電気的に接触した状態の第２電極（１４）を蒸着するステッ
プと、
　前記第２電極（１４）上に、エポキシ層（２１）と該エポキシ層（２１）と接触した状
態のＳｉＮＨ層（２２）を有する水分及び酸素不透過性の封止部材を製造するステップと
、
を有し、
　前記ＳｉＮＨ層は、１．８～２．０の範囲の屈折率及び１０％のＨＦ溶液における５０
Å／秒未満のエッチングレートを有する、電子発光デバイス（２０、５０）を製造する方
法。
【請求項８】
　前記エポキシ層（２１）は、前記第２電極（１４）上に前記エポキシ（２１）をスピン
キャスティングすることによって形成される、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記エポキシ層（２１）は、前記ＳｉＮＨ層（２２）を蒸着する前に１４０℃未満の温
度で硬化される、請求項７記載の方法。
【請求項１０】
　前記封止部材は、端部が前記エポキシ（２１）及びＳｉＮＨ層（２２）によって封止さ
れた水分及び酸素不透過性のプレート（１８）を有する、請求項７記載の方法。
【請求項１１】
　前記エポキシ（２１）は、エポキシ／無水物システムを有する、請求項７記載の方法。
【請求項１２】
　前記エポキシ層（２１）に代えて、ベンゾシクロブテンを含む層を有する、請求項７記
載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電子発光デバイスに関し、更に詳しくは、ディスプレイの寿命を延長するべく
有機発光ディスプレイを封止するための改良された方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
有機発光デバイス（ＯＬＥＤ）は、酸化インジウム・錫（ＩＴＯ）などの透明な導電性材
料をコーティングした透明基板と、１つ又は複数の有機層と、ＣａやＭｇなどの仕事関数
特性の小さい金属を気化又はスパッタリングすることによって製造された陰極と、から構
成される放射性ディスプレイである。有機層は、両電極から電子発光有機層（ＥＬ）への
電荷注入及び輸送が行われるように選択され、この電子発光有機層において電荷が再結合
して光が放射される。ＩＴＯとＥＬ間には１つ又は複数の有機ホール輸送層（ＨＴＬ）が
存在しており、陰極とＥＬの間には１つ又は複数の電子注入及び輸送層が存在する。
【０００３】
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ＯＬＥＤは安価なディスプレイの提供を約束するものである。但し、長期間にわたって機
能させるには、水分と酸素が陰極及びポリマー層に到達しないようにＯＬＥＤを封止しな
ければならない。即ち、仕事関数が小さい陰極金属は、水分と酸素に曝されると簡単に酸
化してしまう。そして、一旦酸化すると、陰極金属はもはや電荷注入器として機能するこ
とができなくなり、この結果、高抵抗と低電子注入効率のためにＯＬＥＤの光出力が低下
するのである。
【０００４】
水分に対するＯＬＥＤの耐性を改善する１つの方法は、仕事関数が小さい陰極上にアルミ
ニウムなどの安定した金属層を追加することにより、水分に対する障壁を設けることであ
る。しかし残念ながら、この種の障壁が提供する保護は十分なものではない。
【０００５】
水分による損傷を防ぐための従来技術による第２の方法では、金属又はガラスで製造した
バックカバーを有するパッケージを利用する。このバックカバーは、通常、ＯＬＥＤが製
造された基板にエポキシ接着剤によって接着される。しかし残念ながら、エポキシ接着剤
は水分に対する十分な保護を提供するものではない。従って、陰極金属を更に水分から守
るべく、基板とバックカバーの間に水分吸着材を挟持している。この水分吸着材により、
エポキシ接着剤を通過した水分が陰極金属に到達する前に吸収されるのである。しかしな
がら、水分吸着材には２つの問題点が存在している。第１に、水分吸着材は、効力が消滅
する飽和点を有している。即ち、吸着材は、ＯＬＥＤを一定期間しか保護できないのであ
る。第２に、吸着材に吸収された水分は、パッケージが加熱されると放出され、この結果
、陰極金属が酸化する。
【０００６】
フレキシブルなＯＬＥＤ内で使用するための水分に対する障壁を設ける別の方法が特許文
献１に開示されている。この方法によれば、無機誘電体（窒化物又は酸化物）層間に挟持
されたポリマー層を幾重にも重ねた構成の水分障壁でフレキシブル基板をコーティングす
る。しかしながら、この方法の場合、誘電体を蒸着する非常に滑らかなポリマー層の生成
が必要となり、ポリマー層に不完全な部分が存在すると無機層にピンホールが生じ、この
種の層が示す高度な遮断性が大幅に低下する。
【０００７】
【特許文献１】
米国特許第６，１４６，２２５号明細書
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
広義には、ＯＬＥＤ及び類似構造用の改善された封止システムを提供することが本発明の
目的である。
【０００９】
本発明のこの目的及びその他の目的は、本発明の以下の詳細な説明及び添付の図面から明
らかになるであろう。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明は電子発光デバイス及びその製造方法である。この電子発光デバイスには、第１電
極を有する水分及び酸素不透過性基板が含まれている。電子発光層が第１電極と電気的な
接触状態にあり、第２電極が電子発光層と電気的な接触状態にある。第２電極に水分と酸
素が到達するのをエポキシ層とシリコン窒化物層を有する封止部材によって防止している
。エポキシは、硬化温度が１４０℃未満のものが好ましい。同様に、ＳｉＮＨ層は１４０
℃未満の温度で蒸着することが好ましい。又、ＳｉＮＨ層は１０％のＨＦ溶液において５
０Ａ／秒未満のエッチングレートを有することが好ましい。
【００１１】
本発明がその利点を提供する方法は、従来技術によるＯＬＥＤ１０の断面図を示す図１を
参照することによって簡単に理解することができる。ＯＬＥＤ１０は、対応する行電極と
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列電極間に電位差を印加することによってそれぞれのピクセルをアドレス指定するピクセ
ル型ディスプレイである。図１に示す断面図は、行電極の中の１つを通る断面を示してい
る。このＯＬＥＤ１０は、透明な基板１１上に構築されており、酸化インジウム・錫（Ｉ
ＴＯ）などの透明な導電性金属をパターニングした層１２を蒸着してピクセルの陽極とし
て機能する列電極が形成されている。この列電極上には、１つ又は複数の有機層が蒸着さ
れている。これらの層は、図面を単純にするために単一の層１３として図示されている。
これらの層には、通常、その内部でホールと電子が結合した際に光を放出する放射性層が
含まれている。又、これらの層には、ホール輸送層及び電子注入層を含むこともできる。
尚、これらの層については当技術分野において周知であるため、本明細書ではその説明を
省略する。
【００１２】
次に、陰極層１４を蒸着及びパターニングして行電極が設けられる。一般的に、この陰極
層は、ＣａやＭｇなどの仕事関数の小さな金属を気化又はスパッタリングすることによっ
て蒸着する。
【００１３】
酸素及び水分の両方に対して陰極層と有機層を保護しなければならない。即ち、仕事関数
の小さな陰極金属は、水分及び酸素に曝されると簡単に酸化してしまう。そして、一旦酸
化すると、陰極金属はもはや電荷注入器として機能することができなくなり、高抵抗と低
電子注入効率のためにＯＬＥＤの光出力が低下するのである。
【００１４】
ＯＬＥＤ１０では、水分と酸素から保護するために、基板１１にエポキシ封止部材１７に
よって接着されたガラスカバープレート１８を利用している。電極１６がエポキシ封止部
材を貫通して陰極電極へのアクセスを提供している。しかし残念ながら、市販されている
エポキシ封止剤は酸素及び水分の不透過性が十分なものではなく、これらのデバイスの寿
命を改善するべく、しばしば水分吸着材１５がデバイス内に組み込まれる。しかしながら
、前述のように、この種の吸着材によるデバイス寿命の延長は十分なものではない。
【００１５】
【発明の実施の形態】
次に図２を参照すれば、本発明の一実施例によるＯＬＥＤ２０の断面図が示されている。
以下の説明を簡単にするために、前述のＯＬＥＤ１０の要素と同一の機能を果たすＯＬＥ
Ｄ２０の要素には同一の参照符号が付加されており、それらに関する説明は省略する。こ
のＯＬＥＤ２０においては、ＳｉＮＨ２２の無機層とエポキシ平坦化層２１の組み合わせ
を有する封止層を利用して酸素と水分から保護している。この封止層には、それぞれがＳ
ｉＮＨの層によって覆われたエポキシ層からなる複数の層を含むことができる。ＳｉＮＨ
層が水分と酸素に対する障壁を提供しており、エポキシ層が薄いＳｉＮＨ層用の基層とな
っている。
【００１６】
ＳｉＮＨ膜はウエハの処理工程でも使用されるが、ウエハの処理工程で使用される蒸着温
度はＯＬＥＤの製造において利用可能な最高温度を上回るものである。即ち、ウエハの処
理工程では、通常、３００～４００℃の範囲の蒸着温度でプラズマ強化化学気相蒸着法（
ＰＥＣＶＤ）によってＳｉＮＨ層を蒸着している。一方、ポリマーＬＥＤデバイスは、ポ
リフルオレンベースの化合物を利用しており、１２０～１３５℃程度のガラス遷移温度を
有している。このガラス遷移温度よりも高い温度にＯＬＥＤを加熱すると、ポリマー薄膜
が望ましくない緩和状態を経ることになる。従って、半導体の製造において通常使用され
る温度を下回る温度でＳｉＮＨ層を蒸着しなければならない。
【００１７】
原則的に、低温のＳｉＮＨ膜は、ＰＥＣＶＤ、高密度プラズマ化学気相蒸着法、スパッタ
リング、及び気化を含むさまざまな方法で蒸着することができる。本発明の好適な実施例
ではＰＥＣＶＤ法を利用している。一般的に、ＰＥＣＶＤ法によって蒸着されるＳｉＮＨ
膜の特性は、ガスの混合物、圧力、温度、並びに高周波の出力及び周波数によって左右さ
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れる。
【００１８】
これらの蒸着温度の高いＳｉＮＨ膜の水分に対する障壁特性については当技術分野におい
て周知であるが、分子レベルでの水分障壁特性についてはあまり理解されてはいない。即
ち、当技術分野においては、低蒸着温度で十分な水分障壁を提供するための前述のパラメ
ータの最適化に関する知見は少ない。本発明は、高充填密度を有するＳｉＮＨ膜は低充填
密度を有する膜に比べて優れた水分障壁を提供するという観測結果に基づいている。
【００１９】
ＳｉＮＨ膜の充填密度は、薄いＨＦにおけるエッチングレートと屈折率から推定すること
ができる。ＳｉＮＨ膜は、シリコン／窒素比及び水素の含有量に応じて１．７～２．３の
範囲の屈折率を有している。所与のＳｉ／Ｎ比において、ＨＦ溶液におけるエッチングレ
ートは膜の充填密度の粗い尺度であって、エッチングレートが低ければ充填密度が高いこ
とを示している。本発明の好適な実施例においては、１．８～２．０の範囲の屈折率と、
１０％ＨＦ溶液で５０Ａ／秒未満のエッチングレートを提供するべく蒸着条件を最適化し
ている。これは、膜を蒸着する際のシランと窒素ガスの適切な比率及び十分なイオン照射
によって実現することができる。尚、一般的に、蒸着条件は利用する反応炉によって異な
る。本実施例における反応炉の場合には、この条件の範囲は５００～１０００ｓｃｃｍの
アルゴン（２％のシランを含む）、１０００～２０００ｓｃｃｍの窒素、７００～１２０
０ｍＴｏｒｒ、２０～８０ワット、１００～１３０℃であるが、その他の反応炉において
は、その他の条件を利用可能であろう。
【００２０】
本発明においては、陰極層上に形成したエポキシ層の上にＳｉＮＨを蒸着する。このエポ
キシ層は、一般的などのような手段によっても形成することができ、本発明の好適な実施
例においては、エポキシ層を回転成形によって形成している。このエポキシは、利用する
エポキシシステムに応じて、熱、ＵＶ、又はマイクロ波放射によって硬化させる。
【００２１】
本発明の好適な実施例においては、エポキシ層は、厚さが約２μｍであって、ガラス遷移
温度が約１４０℃のクリアなエポキシ／無水物システムを有している。このエポキシを１
２５℃で２時間かけて硬化させる。適当なエポキシの組成は、カリフォルニア州ノバト（
Ｎｏｖａｔｏ，　Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ）に所在するパシフィックポリテック社（Ｐａｃ
ｉｆｉｃ　Ｐｏｌｙｔｅｃｈ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ）のＰＴ５－４２である。しか
しながら、１３０℃未満の温度で架橋可能なその他の熱硬化性ポリマーを利用してもよい
。ポリイミド、ポリエステル、ポリウレタン、又はポリイソシアネートベースのポリマー
を利用することができる。たとえば、約２μｍの厚さを有するベンゾシクロブテンを利用
することが可能であり、この材料はウエハの処理工程において使用されている。
【００２２】
本発明の前述の実施例においては封止層を利用しており、エポキシ及びＳｉＮＨ封止層に
よって陰極がカプセル状に包まれている。しかしながら、この封止層を水分及び酸素不透
過性のカバープレートの端部に適用することも可能である。このような実施形態では、陰
極材料とエポキシ層間の化学的な相互作用を軽減する。又、このタイプの実施形態では、
蒸着プロセスにおいてＯＬＥＤ層を熱から遮断する効果を有しており、この結果、ＯＬＥ
Ｄを損傷することなく、若干高い温度を利用することができる。
【００２３】
図３を参照すれば、本発明の別の実施例によるＯＬＥＤ５０の端部の断面図が示されてい
る。以下の説明を簡単にするために、前述のＯＬＥＤ２０の要素と同一の機能を果たすＯ
ＬＥＤ５０の要素には同一の参照符号が付加されており、それらに関する説明は省略する
。このＯＬＥＤ５０の場合にも、封止層５１は、前述のようにエポキシ層５３上に蒸着さ
れたＳｉＮＨ層５２から構成される１つ又は複数の２相層から構築されている。この封止
層は、トップカバープレート１８上に形成される。封止プロセスにおいては、保護テープ
層５５を使用して電極１６を保護する。このテープ層５５は、封止プロセスが完了した後
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に除去される。
【００２４】
この図３の実施例においては、封止層は、カバープレート１８の端部周辺にのみ形成され
ている。但し、ＯＬＥＤによって生成された光はデバイスの底部を通って出射するため、
カバープレートの上面全体に封止層を設けることも可能である。そして、カバープレート
の全面に材料を適用する場合には、この層を回転成形によって形成することができる。
【００２５】
上述の説明及び添付の図面から当業者には本発明に対する様々な変更が明らかになるであ
ろう。従って、本発明は、添付の請求項の範囲によってのみ限定されるものである。
【００２６】
最後に、本発明の代表的な実施態様をまとめて示す。
（実施態様１）
電子発光デバイス（２０、５０）であって、水分及び酸素不透過性基板（１１）と、前記
基板（１１）上に蒸着された第１電極（１２）と、前記第１電極（１２）と電気的な接触
状態にある電子発光層（１３）と、前記電子発光層と電気的な接触状態にある第２電極（
１４）と、エポキシ層（２１）上に位置するシリコン窒化物の層（２２）を有し、前記第
２電極（１４）に水分及び酸素が到達するのを防止する封止部材とを有することを特徴と
する電子発光デバイス（２０、５０）。
【００２７】
（実施態様２）
前記エポキシ層は、前記第２電極（１４）をカバーすることを特徴とする実施態様１記載
の電子発光デバイス（２０、５０）。
【００２８】
（実施態様３）
前記封止部材は、水分及び酸素不透過性のプレート（１８）を更に有することを特徴とす
る実施態様１記載の電子発光デバイス（２０、５０）。
【００２９】
（実施態様４）
前記エポキシ（２１）は、１４０℃未満の硬化温度を有することを特徴とする実施態様１
記載の電子発光デバイス（２０、５０）。
【００３０】
（実施態様５）
前記エポキシ（２１）は、無水物のエポキシを有することを特徴とする実施態様１記載の
電子発光デバイス（２０、５０）。
【００３１】
（実施態様６）
前記エポキシ（２１）は、ベンゾシクロブテンを有することを特徴とする実施態様１記載
の電子発光デバイス（２０、５０）。
【００３２】
（実施態様７）
前記シリコン窒化物層（２２）は、１０％のＨＦ溶液において５０Ａ／秒未満のエッチン
グレートを有することを特徴とする実施態様１記載の電子発光デバイス（２０、５０）。
【００３３】
（実施態様８）
電子発光デバイス（２０、５０）の製造方法であって、水分及び酸素不透過性基板（１１
）上に第１電極（１２）を蒸着するステップと、前記第１電極（１２）と電気的に接触し
た状態の電子発光層（１３）を蒸着するステップと、前記電子発光層（１３）と電気的に
接触した状態の第２電極（１４）を蒸着するステップと、前記第２電極（１４）上に、エ
ポキシ層（２１）と該エポキシ層（２１）と接触した状態のシリコン窒化物層（２２）を
有する水分及び酸素不透過性の封止部材を製造するステップとを有することを特徴とする
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【００３４】
（実施態様９）
前記エポキシ層（２１）は、前記第２電極（１４）上に前記エポキシ（２１）をスピンキ
ャスティングによって形成されることを特徴とする実施態様８記載の方法。
【００３５】
（実施態様１０）
前記エポキシ層（２１）は、前記シリコン窒化物層（２２）を蒸着する前に１４０℃未満
の温度で硬化されることを特徴とする実施態様８記載の方法。
【００３６】
（実施態様１１）
前記封止部材は、端部が前記エポキシ（２１）及びシリコン窒化物（２２）層によって封
止された水分及び酸素不透過性のプレート（１８）を有することを特徴とする実施態様８
記載の方法。
【００３７】
（実施態様１２）
前記エポキシ（２１）は、無水物のエポキシを有することを特徴とする実施態様８記載の
方法。
【００３８】
（実施態様１３）
前記エポキシ（２１）は、ベンゾシクロブテンを有することを特徴とする実施態様８記載
の方法。
【００３９】
（実施態様１４）
前記ＳｉＮＨ層は、１０％のＨＦ溶液において５０Ａ／秒未満のエッチングレートを有す
ることを特徴とする実施態様８記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来技術によるＯＬＥＤ１０の断面図である。
【図２】本発明の一実施例によるＯＬＥＤ２０の断面図である。
【図３】本発明の別の実施例によるＯＬＥＤ５０の端部の断面図である。
【符号の説明】
２０、５０　電子発光デバイス
１１　基板
１２　第１電極
１３　電子発光層
１４　第２電極
２１　エポキシ層
２２　シリコン窒化物層
１８　プレート
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